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道路橋示方書の改定

～ 性能保証型インフラアセットマネジメントの実現に向けて～

２０２５年６月２０日

国土交通省 国土技術政策総合研究所
道路構造物機能復旧研究官

玉越隆史

令和７年 関西道路研究会主催
技術講習会

（１）技術基準の性能保証対象であるインフラの特徴

マネジメントの
最適化

インフラの
最適化

経済的合理性
説明性
説明性
公平性

：

安全・安心の向上
財政負担の軽減

国際競争力
経済成長

：

実現の
要請

合意の
要請

アウトカム アウトプット

制度化による継続的改善の実践

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情①

絶えざる条件変化

公共ニーズの変化
技術の進展

～ 終わりのない変化の中で最善が求められつづける意思決定 ～

道路アセットマネジメント政策講座シンポジウム
「デジタルアセットマネジメントの展望」：小林潔司より転載・加工

～ 公共によるガバナンスの存在 ～

実施レベル

計画レベル

政策レベル

社会的合意の存在

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情②

メタサイクルとの連携
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～ マネジメントレベルで大きく異なる時間スケール ～

インフラアセットマネジメント時計

⇒ 財政学的視点⇒
世代間公平性
⇒ ストック効果

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情③

影響・効果など

実現の可能性インフラがおかれる状況

構造物の状態

実現の可能性構造物がおかれる状況

道路の物理的性能
（荷重支持能力、空間確保能力など）

道路としての役割や機能
（通行可能重量、通行可能断面、走行可能速度）

【道路構造物等の物理的性能】

物理的性能の
マネジメント

インフラ性能の
マネジメント

アウトカム

【社会に及ぼす影響・効果など】

アウトプット

アウトプット

アウトカム

アウトカム

アウトプット

ギャップ

ギャップ

ギャップ

不可避なギャップの存在（１） 【アウトカムVSアウトプット】

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情④

不可避なギャップの存在（２） 【現実 VS モデル】

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情⑤

常に、現実と推定や予測の乖離を踏まえた実践が不可欠

本質的理解
あるべき姿

方法論の確立
技術の開発

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情⑥

実施せざるを得ない当面の対応と「あるべき姿」の追求の両立

現状把握
課題認識社会実装

法令・制度・基準

当面の対策

不可避なギャップの存在（３） 【タイムラグ】



2025/6/10

3

リスク

費用便益

ライフサイクルコスト

物理的性能
（耐荷性能など）

経済力・GDP・地価総額

【目標・成果】

106～7

107～10

1010～12

1012～14

1014～

万円
【見積もり費用】

材料費

工事費

事業費

関連予算

経済効果
経済損失

～ マネジメントレベルで大きく異なる見積もりオーダー ～

「換算レート」や「有効数字」に対する正しい評価とコンセンサス

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情⑦

経済性 合理性

透明性

公共財
（税金）

例えば、
公共調達・技術基準

例えば、
必要最低限

例えば、
費用対効果

～ 実践（社会実装）には、社会的合意としての制度化が不可欠～

法制度と行政（意思決定権者）の責任による公的保証が前提

「インフラ」のアセットマネジメントの特殊事情⑧

（２）日本における道路と道路構造物の性能保証体制

道路法

第１章 総則（この法律の目的）
第１条

この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及
び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、
もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
：
第２９条

道路の構造は,当該道路の存する地域の地形,地質,気象その他の状
況及び当該道路の交通状況を考慮し,通常の衝撃に対して安全なもの
であるととともに,安全かつ円滑な交通を確保することができるものでな
ければならない。

インフラである橋の性能（＝整備水準）は「道路法」を最上位
とする法体系の中で「国の最低保証水準」を規定。

11

性能保証制度の大枠（法体系）
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橋,高架の道路等の技術基準 （都市局長,道路局長）（Ⅰ～Ⅴ編）

【第３５条 橋,高架の道路等】
橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路は,鋼構造,コンクリー

ト構造又はこれらに準ずる構造としなければならない。
２ 橋,高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は,その設計に
用いる設計自動車荷重を245kNとし,……大型の自動車の交通の状況を
勘案して,安全な交通を確保することができる構造としなければならない。

解釈基準（通達）

【第５条】
橋,高架の道路その他これに類する構造の道路（以下「橋等」という。）

の構造は,当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存
する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷
重,地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組
合せに対して十分安全なものでなければならない。

性能の具体化・要求の明確化

12

道路構造令施行規則

（省令）

道路構造令

（政令）
（橋の等級・荷重等）

共通編
耐震設計下部構造コンクリート橋鋼橋

T15 道路構造に関する細則案

H6 道示改訂（車両大型化への対応）

H8 道示改訂（耐震性向上）

H14 道示改訂（性能規定化、耐久性向上）

S53 
道示Ⅲ制定

S55 
道示Ⅳ制定

S55 
道示Ⅴ制定

H2 道示改訂（技術の進歩、研究成果の反映）

M19
道路築造保存方法

S47 
道示Ⅱ制定

設計技術基準（道路橋示方書）の経緯と体系

H24 道示改訂（維持管理性、リダンダンシーなどの考慮）

13H29 道示改訂（部分係数設計法、限界状態設計法）

道路橋の技術基準の位置づけ

省令
（道路構造令施行規則）

政令（道路構造令）

通知
（技術基準：道路橋示方書）

関連法規

同解説
・基準改定の担当者や各管理者・団体等
も入り、法規・通知の解釈や運用上の留
意点をまとめたもの
・法律との関係では、技術基準ではない

便 覧
内規
・地方整備局、（道路）会社要領
〔設計要領等〕

【技術基準】

法律（道路法）

学会図書
協会マニュアル・手引き等
その他教科書等の図書

・最新の知見や一般的知見をまとめたもの

・基準の背景や根拠の提示、基準に合致
すると考えられる一般的方法を例示
・法律との関係では、技術基準ではない

【基準類】

【契約上参考とされる図書】

実質的に、契約図書で
適用が指定され、基準
と同等の扱いをされる
ことも多い

事業執行にあたっては、
本全体を参考にするの
でなく、必要箇所につい
て参考し、適用方法に
ついては協議を実施し、
扱いを決める

契約（仕様書）

設計 又は 施工

法令とその解釈基準
＝法の要求する性能を規定する唯一の文書

例えば、高度な応答算出手法など性能照査に必要な技術情報・工学的知見

（不用意に？、必要安全率など「性能」までも言及すると基準との矛盾や文書の
位置づけなどの混乱がこれまでも繰り返し生じている）

14

そして、道路構造物群の物理的性能（アウトプット）の妥当性は、
「インフラ」として期待されるアウトカムへの貢献の観点で評価される。

橋 土工

道路としての機能保証

社会ニーズ（安全・安心）

トンネル

要求
性能

照査基準

社会合意

技術基準

要求
性能

照査基準

要求
性能

照査基準

メンテナンス
マネジメント

リスク
マネジメント

パフォーマンス
マネジメント
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あらゆる事象

生じうるとする事象

考慮すべきとする事象

信頼性を評価できるとする事象

□「その損害が異常に巨大な天災地変」をもたらすような状況など
□テロ、沿道の大火災などの予測困難で人為的な事象
□巨大隕石の衝突、巨大噴火など

□大規模な断層変位、巨大津波による作用力など

□既往最大級の地震動の影響など
□道路橋示方書の「偶発的作用」など

□道路橋示方書の「変動作用」など

想定外（不確実）
＋設計上考慮しない

想定内（不確実・存在考慮）
＋設計上一律の考慮はしない

想定内（確率事象）
＋設計上確定的評価で考慮

想定内（確率事象）
＋設計上信頼性を考慮

リスクの考慮① 想定の明確化（対象・規模・頻度）

合意事項として法令や基準等に反映

リスクの考慮② 公物の調達制度

・不完備契約
・情報の非対称性
→ モラルハザード

逆選好問題

発注者のニーズ（要求性能の条項化）

請負者の対応（契約条項を満たす成果）

業
務
契
約

事業の契約

公共のニーズ（社会合意事項）

社
会
契
約

公共との契約

・不完備契約
・情報の非対称性
→ リスク認識の不一致

社会ニーズとの乖離

社会影響の抑制
半永久的な機能確保

約定の明文化
有限責任
有期保証

【内容】

【内容】

【制約】

【制約】

技術基準の適正化
・性能規定
・性能の明確化

（整備・管理）

情報共有
・リスク情報
・会計情報

性能保証の適正化
・基準適合性評価

情報公開
・リスク情報
・会計情報

整合性

＝「公共との契約」との関係性の明確化と説明性確保

時間

物理的性能
（約定成果？）

性能
リスク
資産価値

減価償却された資産価値評価額

例えば，不完備契約と情報の非対称性（達成目標）

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつた
ために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償
する責に任ずる。（第二条）

リスクの考慮③ リスクアロケーション

【無過失責任主義】 過失の存在は前提とならない。
【予算抗弁の排斥】 予算制約は、必ずしも理由にはならない。
【定性的予見可能】 科学的根拠の不十分は理由にならない。

【通常有すべき安全性の要求】
■安全かつ円滑な交通を確保（道路法29条）
■常時良好な状態に保つよう努める（道路法42条）

⇒ 法令や解釈基準は対処の限界の目安の合意

⇒ できることを、出来る範囲で精一杯やるしかない

例えば、国家賠償法
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豪雨時の被災可能性

地震時の迂回経路

リスクの考慮④ リスク情報の共有・公開？ 「性能保証型インフラアセットマネジメント」

「インフラ機能」の観点で、あらゆるライフステージの全ての構造物の性
能を合理的に調和させられる性能制御体系の実現

性能規定型基準
（共有の工学的根拠）

性能診断

性能設計

性能補修

インフラ機能を保証する
調和した物理的性能

説
明

性

設計基準
（構造令・示方書）

管理基準
（法定点検）

設計基準
（準用解釈）

土工部！

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/road01_sg_000703.ht
ml

「国土交通省 社会資本整備審議会道路分科会道路技術小委員会 第23回（2024.7.22）資料１」

土工トンネル橋

第29条・第30条（安全かつ円滑な交通の確保）道路法

法令
第35条

（設計自動車など）
道路構造令

（政令）

第5条
（設計状況など）

同施行規則
（省令）

道路土工構造物技術
基準について

道路トンネル技術
基準の一部改正

橋、高架の道路等の
技術基準

局長通知
技術
基準

技術基準・同解説技術基準・同解説道示・同解説技術解説書参考
図書 道路土工要綱など要綱・指針

しかし、 現状は、構造物種毎に技術基準の体系や内容は異なっている

「道路の状態」を説明できる基準体系に向けた更なる改定・充実が必要
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（３）インフラ性能保証型アセットマネジメント（その１）

道路橋示方書と性能規定化

道路性能（橋の使用目的）を頂点とすた性能規定体系

耐荷性能
（構造安全性）

耐久性能
（時間信頼性）

その他の使用目的との適合性を満足するための性能

施工品質の確保維持管理の確実性と容易さ

環境との調和 経済性

前提条件

使用目的との適合性

前提

25

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック①

アウトカム（ニーズ）とアウトプット（性能）の関係づけ

機能的要求

性能表現による要求水準

検証方法

（計算法，試験法等）

みなし適合仕様

（構造，材料等）

目的

26

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック②

発生可能性のある状態発生可能性のある応答

作用 抵抗

【性能マトリクス】

地震
台風
洪水

：

緊急利用
制限利用
通常利用

：

それぞれの特性を反映した安全余裕の確保 【部分係数設計法】

物理的な状態

実現の確実性おかれる状況

構造物の種類や形態によらない普遍的方法での物理的性能の要求

同じインフラ機能を支える全構造物に適用可能な共通尺度の導入

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック③

橋以外の構造の基準への反映が急務



2025/6/10

8

制限値の拠り所
（弾性限界）

制限値の拠り所
（塑性領域）

「期待値としての外挿」
→ 限界状態を見極めた上での

「内挿による信頼性と説明性の向上」

「あり得る」と想定する「限界状態」との関係づけ

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック④

耐荷性能発揮メカニズムに照らした、性能検証ルール

「安全率」の拠り所となる「部材や要素の状態」との関係の明確化

上部構造・下部構造
上下部接続部の状態

δ
p

𝜀

𝜎
構造や部材の状態

外
力 応答

部材各部の応答特性 単位部材の応答特性

応答

外力

部材単位の状態

橋の状態

状態で
保証

検
証
性

検
証
性

説明性
要求

説明性
要求

説明性
要求

状態で
保証

状態で
保証

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック⑤

～ 耐荷機構の系統的分解による自由度と性能保証の両立 ～

30https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001879529.pdf
社会資本整備審議会 道路分科会 第２５回道路技術小委員会（2025.7.25） 配付資料より

しかし，新しい技術の導入は合理化には不可欠

橋の性能（状態・機能）

上部構造
の性能

（状態・機能）

下部構造
の性能

（状態・機能）

上下部接続部
の性能

（状態・機能）

部材単位の物理的性能
（限界状態）

道路橋が必須で備えるべき機能

H29(現行） 改定案

31

部材の物理的性能
（限界状態）

橋の性能（状態・機能）

上部構造
の性能

（状態・機能）

下部構造
の性能

（状態・機能）

上下部接続部
の性能

（状態・機能）

主桁主構機能
・

床版床組機能
・

立体保持機能

支点反力保持
機能

支点位置保持
機能

支点反力制御
機能

支点変位制御
機能

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック⑥

橋梁構造の成立に不可欠な「すべての橋が有するべき機能系統」の具備を要求



2025/6/10

9

被災経験や社会的影響などからは、道路法上の道路構造物として必要と考
えられるものの、

①必ずしも、耐荷性能、耐久性能の観点からは必要性が整理できない。
②定量的照査や事業毎の検討による是非の判断が困難

などの理由から、技術基準によって要求する事項

・ダメージコントロール
・リダンダンシー、フェールセーフ
・維持管理性

・点検診断の確実性と容易さの担保
・不測の事態における部材等の更新可能性

・第三者被害への配慮
・：

道路インフラとしての使用目的との適合性

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック⑦

合理的対応には、要求の明確化、照査基準の開発・規定化が課題

出典：国土交通省 社会資本整備審議会 道路技術小委員会
第23回道路技術小委員会配布資料【配付資料１】より

耐荷性能と耐久性能の完全分離

生起確率
100年 100年 100年 100年

t

作
用

の
大

き
さ

LCCの見積もりやリスク推定にも不可欠な耐久性能の目標の明確化

耐荷性能の前提が満足される「時間信頼性」を独立して保証

前提
耐荷性能

目標期間

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック⑧

耐久性能

耐荷性能の
要求水準

時間

耐荷力を侵さないとみなす時期（時
間信頼性を考慮して必要な余裕を
確保して決める時期）

耐久性の安全余裕

有害な影響が実際に生じる
と予測される時期の標準

設計耐久期間

耐荷力

耐荷性能の前提としている部材部分と一体不可分の部分に経
時変化を考慮する（＝母材に悪影響が及ぶ可能性を織り込む）

例：
・腐食代
・耐候性鋼材

耐久性能（方法１）

35「有害な影響」がでていないとみなせる限界の判断基準



2025/6/10

10

耐荷性能の
要求水準

時間

本体とは別途の保護対策により、
本体には、経時劣化等の影響が及
ばないことを前提に設計

設計耐久期間

耐荷力

耐荷性能の前提としている部材部分に経年変化は生じないと
みなせることを保証

本体部

例：
・塗装

耐久性能（方法２）

36

原理的には
繰り返せる想定

耐久性能を発揮する部分が失われた段階で、耐荷性能に影
響がないことを確実にするための機構や緩衝部等の存在

耐荷性能の
要求水準

時間

本体とは別途の保護対策により、
本体には、経時劣化等の影響が及
ばないことを前提に設計

耐久性の
安全余裕

設計耐久期間

耐荷力

耐荷性能に考慮している部材そのものを、目標期間内では経
時劣化等の影響を無視できる材料等による

本体部

例：
・高耐食材料

耐久性能（方法３）

37

疲労

疲労 塗膜劣化

遅れ破壊

ASR

腐食 異常腐食

塩害

疲労

ただし、代表的な劣化現象も、劣化メカニズムの理解は不十分 実績からも、劣化特性のばらつきは極めて大きい結果

0%
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0
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率

経過年

e
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塩害地区 非塩害地区
【腐食（塗装）】

【ＲＣ床版のひびわれ 】

大型車 5000台/日未満 大型車 5000台/日以上
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100%
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100%
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損
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度
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率
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e
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全直轄橋の点検データからの推定例（マルコフ劣化モデルによる遷移確率分布）

耐久性の制御と信頼性保証は急務！！
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少種・汎用

画一的

多種（ほぼ無制御・無制限）

無秩序的（品質・性能・信頼性）

カタログ・品揃え

検査・検収・保証
ペナルティー（抑止力）

返品・自然淘汰

多種（制限・制限）

多様化

ターゲティング

マーケットリサーチ

ビッグデータ・AI分析

非公物の競争では、「市場による淘汰」という抑止力が働くが・・

【小売り】 【大規模店舗】 【ネット通販】

ただし、不可欠な「性能規定化の罠」への備え

シーズの多様化に対する供給手法の高度化

ニーズの多様化（選好、価値観）

要求仕様

適合確認

その他の技術

個別検証

仕様適合技術

適合確認

仕様適合技術

属性分類
同種類似データ 母集団データ数の確保は？？

多岐多様な技術の継承は？？

確定的予測・推定 確率的予測・推定

均質
母集団データ

公物調達における性能規定化の罠

【標準設計】 【技術基準（仕様規定）】 【技術基準（性能規定）】

画一的 多様化

シーズの多様化に対する性能制御・統治方法の高度化

整
備

管
理

検証レベルなりの不適格混入リスク増大

予測や診断の困難さは増大

（４）インフラ性能保証型アセットマネジメント（その２）

～ 技術評価の質の確保 ～

社会実装（＝インフラへの適用、基準化、調達制度 など）

例えば，
工学的妥当性
公平性・透明性

例えば，
信頼性・合理性

例えば，
社会適合性
税制・財源・権限・責任構造

合意の篩
ふるい

社会合意の
制度化プロセス

インフラの性能保証技術の「社会実装」プロセス

悪魔の川

死の谷 ダーウィンの海

技術開発
プロセス

43
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平成24 年(2012年)12 月
・笹子トンネル（中央自動車道）
・天井板版等落下により、死者9人

そして、ついには，供用中トンネルでの重大死傷事故の発生

■樹脂アンカーで固
定されていた天井版
が落下

未知と無知を前提とした，維持管理体制による挽回も重要

（５）インフラ性能保証型アセットマネジメント（その３）

～ 維持管理（基準）による性能保証 ～

道路法施行規則
【第四条の五の六】

トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示

道路法
【第四十二条】

道路法施行令
【第三十五条の二の二項】

技術的助言
（地方自治法に基づく関与）

適切な法令運用
のための助言

維持管理の技術基準の制定（定期点検の法制度化）

法定義務
■必要な知識及び技能を有する者
■近接目視を基本
■五年に一回の頻度を基本

道路の大半は既設構造物 → その性能保証レベルがインフラ性能を左右

インフラ性能保証のための構造物技術基準の性能規定ロジック⑨

道路法施行規則
昭和27年8月1日建設省令第25号

【第四条の五の六】

トンネル等の健全性の診断結
果の分類に関する告示

平成26年国土交通省告示第426号

道路法
昭和27年6月10日法律第180号

【第四十二条】

道路法施行令
昭和27年12月4日政令第479号

【第三十五条の二の二項】

技術的助言 法令と技術的助言
の解説

＋
運用の手引き

例えば、

法定事項である「健全性
の診断の区分」の決定に
あたって最低限考慮すべ
き事など

技術的助言
地方自治法に基づく関与

定期点検要領
技術的助言運用の手引き

技術標準
技術的助言運用の支援

点検とデータの質の担保策法令に準じて統一的実施 技術的助言の解説・運用標準

定期点検
参考資料

例えば、

１）推奨される記録標準
→ 様式例

２）推奨される所見標準
→ 記入例

など

例えば、

１）損傷程度の記録例
→ 基礎データ収集要領

２）耐荷性能評価の例

３）考慮されるべき既往の劣
化や損傷の事例
→ 損傷事例集

４）必要とされる最低限の知
識と技能の目安

→ 研修テキスト
→ 点検必携

など

「R6年法定点検改定に関する説明会資料 国土交通省道路局・国土技術政策総合研究所」 より抜粋

定期点検の概要（法令、要領等の位置づけ）

47
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法定定期点検制度の全体像

状態の把握
（事実の確認）

技術的評価

措置等方針の決定

調査・設計
選定・工事

措置等の
扱いの検討

健全性の診断の区分
の決定

その他
必要な検討

記録管理者の意思決定

総合的検討

対策 最新情報の入手

技術的検討
・現状（耐荷性能）の見立て
・将来（耐久性能）の見立て

〇法令および技術的助言の内容は概ね妥当
ただし、
●外観のみからの機械的評価（措置方針決定）が散見 →点検品質のばらつき
●残される所見内容にばらつき →記録品質とデータとしての有用性に課題
●重要性の低い情報まで機械的に取得 →自治体に負担感

法定点検１０年（２巡）の総括

必須のはずの「技術的診断」が
適切に行われないケースが？？

定期点検制度見直しの概要①

「耐荷性能」の見立ての記入（要領として提示）

■H29道路橋示方書の準じた構造区分単位
■「健全性の診断の区分」の根拠の一部として記録
■「知識と技能を有する者」の主観的評価、追加調査の必要性なども判断

想定する状況

・・・豪雨・出水地震活荷重

橋（全体として）

上部構造

下部構造

上下部接続部

：

診断者の見立てを記入
Ａ：変状が生じる可能性は低い
Ｂ：致命的でない変状が生じる可能性あり
Ｃ：致命的な状態となる可能性あり

道
示
に
準
じ
た
構
造
区
分

記入様式のイメージ

一般的に被災可能性がある程度の状況を管理者が想定

今後、「どんな事態が起きうるのか？」の見立てが残されるよう配慮

定期点検制度見直しの概要②

「耐久性や維持管理上の留意点」の見立ての記入（要領として提示）

■耐久性能に関する見立て
■「健全性の診断の区分」の根拠の一部として記録
■「知識と技能を有する者」の主観的評価、追加調査の必要性なども判断

特記事項
該当の有無

その他洗掘防食ASR塩害疲労

橋（全体として）

上部構造

下部構造

上下部接続部

：

診断者の見立てを記入
（該当の有無や注意点など）

道
示
に
準
じ
た
構
造
区
分

記入様式のイメージ

管理上、特に注意が必要となる事象に着目

維持管理上、「望ましい対策や注意など」の見立てが残されるよう配慮

例えば、現象の理解に基づく見解
■原因の推定
■将来の推移の見込み

（緊急性、予防保全余地など）

定期点検制度の見直しの概要③

自由筆記による「技術的見解」の記入（従来踏襲、診断者の所見）
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例えば、専門的知識を反映した推定の記述
■内部構造との関係・設計との関係など

定期点検制度の見直しの概要③

自由筆記による「技術的見解」の記入（従来踏襲、診断者の所見）

横締め

間詰部

近接さえすれば確認できる致命的損傷でも、遠望では発見困難なものも多い

近接目視で発見された主ケーブルの素
線の破断

定期点検制度の見直しの概要④

知識と技能を有する者による近接目視の基本（従来踏襲）

破断した吊材の破断前の外観に
近いと考えられる隣接吊材の外観

54

そもそも、診断に必要な情報や診断支援技術は「診断ニーズ」から
決まるべきもの

※ 業務単位としての法定点検の中で「何を」「いつ」「どこまで」やるのかは管理者の判断

要は、知識と技能に裏付けられた想像力の動員が不可欠
そのことが、内容とともに記録されることが重要

陥没？

滞水？
応急手当？

広範囲？

連続的？
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（６）インフラ性能保証型アセットマネジメント（その４）

～ 継続的改善のDNA ～

相似の限界 規模の再現の限界

実時間の模擬体験による検証 実物模擬実験による統計的検証

実環境の実験的模擬による検証 現実的手法での近似的検証

現状の性能制御の課題は、経験的知見への過度の依存

その結果、性能実現手段の多くは、経験的手法に大きく依存

性能発揮メカニズムに則した普遍的な要求の解釈の欠如
→ 新しい構造や形式の採用に障害
→ 基準不適合な提案に対する抑止力の欠如

その結果、
耐久性能では代表的な劣化現象ですら、進展には大きなばらつき

出典：国総研資料985号 https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0985.htm

性能発揮メカニズムを根拠とした「事前評価技術」

一方で、
■新構造・新工法に「実大」で信頼性も評価させるのは不合理
■新技術・新材料に「実時間＋実環境」の検証を求めるのは無意味
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L
W

E

応答モデルの
高度化・精緻化

性能発現原理
に

忠実な特性モデル
E

E

W

T

相似則の
影響排除

簡素化や
仮定の排除

デジタルツイン
シミュレーション

あらゆるケース

デジタルツイン・シミュレーション（強度のデジタルツイン）

作用モデルの
高度化・精緻化

出典：金澤健二：金属疲労はどのようにして起こるのか、精密工学会
誌 Vol.73.No3.2007

メカニズムの解明
（分子レベルの挙動）

制御すべき対象

S ：
応

力
振

幅

N：繰り返し回数

経験的
安全余裕

基準用マクロ評価実現象 定量的事前予測法

亀裂進展解析？

ホットスポット評価？

強度等級の細分化？

デジタルツイン・シミュレーション（時間のデジタルツイン）

そのためには，性能発揮メカニズムの解明とルールへの反映

作用 作用効果 機能

マ
ク
ロ

メ
ソ

（
ロ
ー
カ
ル
）

マ
ク
ロ

ミ
ク
ロ

状態
現象
原因

メカニズム

（
ロ
ー
カ
ル）

メ
ソ

理解の精緻化 理解の精緻化

Back to the MACRO Back to the MACROルール ルール

原理に基づく合理的な性能規定型技術基準

部分係数・照査式・・・・

63

例えば、高度な原因推定とあらゆる条件での事前予測

未来はじまり
初期品質、使用材料、履歴、・・・

性
能
・
状
態

あらゆる未来体験

再現困難な条件、
未経験の想定、・・・

からの

“ルーツ”探索

NOW

劣化メカニズムの
再現モデル

デジタルツイン
シミュレーション

デジタルインフラアセットマネジメント
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アウトカム
（目標）

アウトカム指標
（目標）

アウトプット
（実績）

アウトプット指標
（パフォーマンス）

アウトカム指標
（実績）

アウトプット
（目標）

具現化
（実践）

改善策
（意思決定）

ギャップの評価・調整

デジタル化領域

ギャップの評価・調整

意思決定支援情報

デジタルツイン
プロファイリング

性能規定型技術基準

受容・吟味

ル
ー
ル
化・
制
度
化

例えば，デジタル化情報の活用による「よりよい意思決定」の約束

デジタルインフラアセットマネジメント

【前提】
信頼性の限界

知見と経験の限界

プロファイリング情報
AI予測

リスク情報
（見える化）

リスクコミュニケーション
（合意形成）

現象解明
ルール化

ルールの
見直し

性
能

ｔ

ルール

蓋然性
（勝利の法則）

絶えざる
予測と見直し

例えば、高い勝算の「結果オーライ」によるインフラリスクの低減

デジタル情報を駆使した高度な分析

デジタルインフラアセットマネジメント

デジタル化の罠

情報の大量喪失・変質

AI支援の罠

無意思的誤謬

性能規定化の罠

類属性の喪失・希薄化

歪められた経験
の提供

信頼性の乏しいデータ
の提供

経験不足な提案

特殊解の提供

すなわち、 常に気を配るべき、３つの罠

性能保証型
インフラセットマネジメント

デジタル
インフラセットマネジメント

倫理
インフラセットマネジメント

哲学論
（公物と公共の在り方の最適化）

技術論
（継続的発展・高度化の約束）

公共計画論
（インフラとしての価値の最大化）

そして，目指すは，人と社会とインフラが主役のマネジメント

ここの話は
またの機会があれば・・・
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68


